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１ 開会の宣言 

 議    長 出席委員が定数に達したので、定刻通り午後２時００分、本会を開会する旨を宣言した。 

 

 傍聴人の確認 

 議    長 傍聴人の有無を確認するよう事務局に指示したところ、いなかった。 

   

２ 署名委員の選任 

 議    長 署名委員に萩原直子農業委員、内田栄作農業委員を選任した。 

 

３ 参与の承認及び書記の任命 

 議    長 
参与に荒井農業委員会事務局長を承認し、書記に小宮山農業委員会事務局次長、大室主査、松居

主任を任命した。 

 

４ 議 事 

議案第２４号  

議    長 

事   務   局 

 

 

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 

議案第２４号について事務局に説明を求めた。 

議案書を朗読した。申請番号１、地区は上尾地区で、所在は日の出二丁目の１筆、地目は登記、

現況ともに畑である。事由は事由発生者の死亡で、続柄は親子である。従事日数は１５０日、０日

となっている。現地は作付けされていないが、買い取り申出をするという事情もあり、防草のため
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議    長 

 

 

議案第２５号 

議    長 

 

事   務   局 

 

 

 

 

 

議    長 

藤波農業委員 

のシートで管理している。 

申請番号２、地区は上尾地区で、所在は二ツ宮の１筆、地目は登記、現況ともに畑である。事由

は事由発生者の故障、続柄は本人である。従事日数は本人が０日、他が３０日となっており、従事

日数では主たる従事者証明の判断が難しく、９月２４日に鈴木農業委員、黒須農業委員と事務局２

名の計４名で聞き取り調査を行った。本人は病気のため実労働が困難なため、農業経営及び農地利

用状況に関する調査では申告していなかったが、農地の見回りや営農指導は行っていたことを聞き

取っており、従事日数に誤りがあったことを確認した。現地は柿等の果樹が植えられ、一部で作付

けが行われ、良好に管理されている。 

本件について意見を求めるが特になかったため、議案第２４号について採決を行ったところ、賛

成全員で承認することを宣した。 

 

相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について 

議案第２５号について事務局に説明を求めた。 

議案書を朗読した。申請番号１、地区は原市地区、所在は大字原市字十六番耕地が１筆、大字瓦

葺字梶ケ谷戸が２筆の計３筆で、いずれも地目は登記、現況ともに畑である。十六番耕地の筆はネ

ギ等を作付しているが、梶ケ谷戸の２筆は保全管理の状態である。 

申請番号２、地区は上平地区、所在は大字南字原山が４筆、字南前が２筆の合計６筆で、いずれ

も登記、現況ともに畑である。写真①②は保全管理されている。⑤には温室があって果樹が栽培さ

れている。⑥は果樹の苗木が植えられ、奥には栗畑がある。事務局としては特段問題ないと考えて

いる。 

本件について意見を求めた。 

申請番号２について、写真では良くわからないが、③④は何が植えられているのか。 



3 

 

事   務   局 

藤波農業委員 

事   務   局 

内田農業委員 

 

 

藤波農業委員 

事   務   局 

内田農業委員 

 

 

藤波農業委員 

内田農業委員 

事   務   局 

 

 

議案第２６号 

議    長 

農  政  課 

事   務   局 

新木農業委員 

農  政  課 

ブルーベリーの苗木だと思う。 

苗木が新しいが、以前は何を作っていたのか。 

過去の記録では、ここでキュウリ・トマトを栽培していた。 

④はミカンの苗木になっている。③はブルーベリーで、以前はハウス栽培のキュウリ・トマトを

栽培していた。⑤のハウスは苗木を植えている。⑥は栗だと思う。苗木を少し植えている状況で、

まだ２年程度である。 

ハウスは結構年数が経っているのではないか。 

③④はガラスハウスで、⑤が波板のハウス。 

⑤のハウスは以前の雪害で再建したものと思われる。①と⑥は納税猶予を受けていると思うが、

我々の農地パトロール結果では管理状況に疑問があるので、事務局からも本人に適正な管理を継続

するように連絡してもらいたい。 

④はこれから植えるものか。 

④は主にミカンの苗木で、まだ実はなっていない。 

本件についてさらに意見を求めるが特に無かったため、議案第２５号について採決を行ったとこ

ろ、賛成全員で承認することを宣した。 

 

令和３年度９月期農用地利用集積計画の承認について 

担当課である農政課に説明を求めた。 

 制度について説明し、議案書を朗読した。 

本件について意見を求めた。 

借受者は年間を通じてどのような作物を作っているのか。 

サツマイモ、落花生、里芋、ニンニクなどを栽培している。最近はブルーベリーの栽培も始め、
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新木農業委員 

農  政  課 

議    長 

 

ジャムなどの加工品も作っている。 

販路はどうなっているのか。 

武蔵浦和にある自然食品などを扱うスーパーへ出品している他、ネット販売も行っている。 

本件について他に意見を求めるが特に無かったため、議案第２６号について採決を行ったとこ

ろ、賛成全員で承認することを宣した。 

 

５ 報告第６号専決処分について 

（１）農地法第４条の届出の受理について 

（２）農地法第５条の届出の受理について 

 

６ 閉会  

議    長 以上で今回の提出議案全てについて審議が終了した旨を宣言し、午後２時３３分、本会を閉会した。 

 

７ その他  
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上記のとおり、会議の顚末が相違ないことを証するためここに署名いたします。 

 

 

        令和３年９月２９日 

 

 

            議   長 

 

 

            署 名 委 員       

 

 

            署 名 委 員      


